




【委員会開催の目的と主な課題】 

・産廃特措法の支援期間内（～H34 年度）に支障除去事業を完了させるための実施計画作成 

・上記のための「中間検証」の内容の決定 

・上記のために必要な現地状況の把握（追加調査）の方法等 

①汚染源域 
②低水護岸部 

高水敷内護岸部 
③高水敷部  ④北側・振子川護岸エリア ⑤旧処分場内 

前期対策 

の概要

・囲い込み工による拡散防止 

・汚染源物質の掘削除去 

・掘削に伴う油回収

・油汚染土壌の掘削除去

・掘削に伴う油回収
・集油管等による油回収 ・集油竪渠による油回収 ・試験的油回収

前期対策 

における 

効果確認 

・掘削除去の確認

・廃棄物のトレーサビリティ管理

・回収油のトレーサビリティ管理

・油相形成がないことの継続確認

・掘削除去の確認

・回収油のトレーサビリティ管理

・油相形成がないことの継続確認

・油回収量

・集油・観測孔における油相厚変化

・油回収量

・集油・観測孔における油相厚変化
・既設観測孔油相厚

中間検証の 

内容・事項 

・囲い込み工による拡散防止効果 

・特定産業廃棄物の除去完了 ― ― ― ―

・汚染土壌対策完了 ・汚染土壌対策完了 ― ― ―

・油相消滅の確認 ・油相消滅の確認

・三次元クリギングによる残留油・PCB

量の評価 

・追加対策の検討

・油相消滅の確認

・三次元クリギングによる残留油・PCB

量の評価 

・追加対策の検討

・油相消滅の確認

・三次元クリギングによる残留油・PCB

量の評価 

・具体的な対策の検討

必要な追加

調査等 
―

・対策目標の設定とその完了確認方法検討のための調査

→支障除去対策の最終目標設定およびその具体的確認方法設定のため、孔内油相の

状態と原位置での土壌の状態（油および PCB の含有・溶出量）の関係を把握する

ため、ボーリング等調査を行う。 

・追加油回収検討のための実証試験調査 

→前期対策で油回収による目標回収が完了しない場合、地下水循環や加温による油

の移流促進などの工法併用等が考えられるが、これらの工法の実現可能性検討の

ため、現場での実証試験計画の策定と試験実施を行う。 

・残油対策検討のための調査

→追加油回収対策でも目標達成が困難と予想される場合、薬剤等による原位置攪

拌・安定化工法、生物分解などの適用が必要となる可能性がある。これらの工法

の有効性と効果確認検討を目的として、現地土壌を使用したトリータビリティ試

験等を行う。 

・旧処分場内の汚染状況の詳細調査 

→旧処分場内における対策方針検討の

ため、観測井戸設置し、油の存在状況

およびPCB濃度等に関する追加調査を

行う。 

・対策工法検討のための実証試験調査 

→油回収対策工法の検討を目的として、

旧処分場内に集油井戸を設置、「揚油

調査」を行い、廃棄物地盤の間隙状態

や油の存在形態と量、移動性に関する

評価を行う。 
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